
規 則

�愛媛県規則第３０号
愛媛県青少年保護条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県青少年保護条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県青少年保護条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則
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○ 建築士法施行細則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………………………………………（建築住宅課）…７６０

告 示

○ 農用地利用配分計画の認可…………………………………………………………………………………………………………（農政課農地・担い手対策室）…７６２

○ 保安林の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…７６２
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○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７６４
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訓 令

○ 愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令……………………………………………………………………………………………………（建築住宅課）…７６５

公 告
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改 正 後 改 正 前

（管理者の要件）

第７条 省略

２ 条例第５条の４第２項第３号の規則で定める要件は、次に掲げ

るもの とする。

� 未成年者でないこと。

� 精神の機能の障害により自動販売機等の管理を適正に行うに

当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで

きない者でないこと。

（管理者の要件）

第７条 省略

２ 条例第５条の４第２項第３号の規則で定める要件は、未成年

者、成年被後見人又は被保佐人でないこととする。

毎週（火・金）曜日発行 第６０号 令和元年１１月２９日
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�愛媛県規則第３１号
愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条、別表第２、別表第３関係） 別表第１（第３条、別表第２、別表第３関係）

事業の

種類
事業の要件

事業の

種類
事業の要件

１～４

省略

１～４

省略

５ 条

例別

表５

の項

に掲

げる

事業

の種

類

�～� 省略 ５ 条

例別

表５

の項

に掲

げる

事業

の種

類

�～� 省略

� 出力が２０，０００キロワット以上である太陽電池発

電所の設置の工事の事業

� 出力が２０，０００キロワット以上である発電設備の

新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業

� 出力が５，０００キロワット以上である風力発電所の

設置の工事の事業

� 出力が５，０００キロワット以上である発電設備の新

設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

６～１７

省略

６～１７

省略

別表第２（第３４条、第５６条関係） 別表第２（第３４条、第５６条関係）

対象事業の

区分
事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の

要件

対象事業の

区分
事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の

要件

１～１２ 省

略

１～１２ 省

略

１３ 別表第

１ ５の

項�又は

�に該当

する対象

事業

� 発電所の

出力

発電所の出力が１０パーセント以上

増加しないこと。

� 対象事業

が実施され

るべき区域

の位置

修正前の対象事業が実施されるべ

き区域から３００メートル以上離れ

た区域が新たに対象事業が実施さ

れるべき区域とならないこと。

１４ 別表第

１ ５の

項�又は

�に該当

する対象

事業

� 発電所の

出力

発電所の出力が１０パーセント以上

増加しないこと。

� 対象事業

が実施され

るべき区域

の位置

修正前の対象事業が実施されるべ

き区域から３００メートル以上離れ

た区域が新たに対象事業が実施さ

れるべき区域とならないこと。

１５ 省略 １３ 省略

１６ 省略 １４ 省略

１７ 省略 １５ 省略

１８ 省略 １６ 省略

１９ 省略 １７ 省略

２０ 省略 １８ 省略

愛 媛 県 報令和元年１１月２９日 第６０号
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附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

２１ 省略 １９ 省略

２２ 省略 ２０ 省略

２３ 省略 ２１ 省略

２４ 省略 ２２ 省略

２５ 省略 ２３ 省略

２６ 省略 ２４ 省略

２７ 省略 ２５ 省略

２８ 省略 ２６ 省略

２９ 省略 ２７ 省略

別表第３（第４１条、第５６条、附則第２項関係） 別表第３（第４１条、第５６条、附則第２項関係）

対象事業の

区分
事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の

要件

対象事業の

区分
事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の

要件

１～１２ 省

略

１～１２ 省

略

１３ 別表第

１ ５の

項�又は

�に該当

する対象

事業

� 発電所の

出力

発電所の出力が１０パーセント以上

増加しないこと。

� 対象事業

が実施され

るべき区域

の位置

変更前の対象事業が実施されるべ

き区域から３００メートル以上離れ

た区域が新たに対象事業が実施さ

れるべき区域とならないこと。

１４ 別表第

１ ５の

項�又は

�に該当

する対象

事業

� 発電所の

出力

発電所の出力が１０パーセント以上

増加しないこと。

� 対象事業

が実施され

るべき区域

の位置

変更前の対象事業が実施されるべ

き区域から３００メートル以上離れ

た区域が新たに対象事業が実施さ

れるべき区域とならないこと。

� 発電設備

の位置

発電設備が１００メートル以上移動

しないこと。

１５ 省略 １３ 省略

１６ 省略 １４ 省略

１７ 省略 １５ 省略

１８ 省略 １６ 省略

１９ 省略 １７ 省略

２０ 省略 １８ 省略

２１ 省略 １９ 省略

２２ 省略 ２０ 省略

２３ 省略 ２１ 省略

２４ 省略 ２２ 省略

２５ 省略 ２３ 省略

２６ 省略 ２４ 省略

２７ 省略 ２５ 省略

２８ 省略 ２６ 省略

２９ 省略 ２７ 省略
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�愛媛県規則第３２号
建築士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

建築士法施行細則の一部を改正する規則

建築士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（免許の申請）

第４条 法第４条第２項又は第３項の規定により二級建築士又は木

造建築士の免許を受けようとする者は、第１号様式による免許申

請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を

記載した書類

を添

えて、知事に提出しなければならない。

２・３ 省略

（免許の取消しの申請及び免許証等の返納）

第９条 省略

２ 二級建築士若しくは木造建築士又はそれらの法定代理人若しく

は同居の親族は、法第８条の２（第３号に係る部分に限る。）の

規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の

程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を

記載した医師の診断書を添えて、これを知事に提出しなければな

らない。

３ 省略

４ 省略

５ 二級建築士又は木造建築士が法第９条第１項（第１号及び第２

号を除き、第３号にあつては法第８条の２第２号に掲げる場合に

該当する場合に限る。）若しくは第２項又は第１０条第１項の規定

により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士又は

木造建築士（法第９条第２項の規定により免許を取り消された場

合においては、当該二級建築士若しくは木造建築士又はそれらの

法定代理人若しくは同居の親族）は、取消しの通知を受けた日か

ら１０日以内に、免許証又は免許証明書を知事に返納しなければな

らない。

（登録の抹消）

第１０条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第４項の届出があ

つた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の理由及び

年月日を記載する。

２ 省略

（県指定登録機関への書類の交付）

第１２条の１１ 知事は、県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行

う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書等の送付若し

くは提出を受けたときは、県指定登録機関に対し、それぞれ当該

各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

� 法第５条の２若しくは第８条の２の規定又は第９条第４項の

規定による届出 当該届出に係る事項

�・� 省略

（免許の取消し等の処分の通知）

第１２条の１２ 知事は、県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行

う場合において、法第９条第１項若しくは第２項の規定により二

級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき、又は法第

（免許の申請）

第４条 法第４条第２項又は第３項の規定により二級建築士又は木

造建築士の免許を受けようとする者は、第１号様式による免許申

請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第７条第２号に該当しない

旨の登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第

１５２号）第１０条第１項に規定する登記事項証明書をいう。）を添

えて、知事に提出しなければならない。

２・３ 省略

（免許の取消しの申請及び免許証等の返納）

第９条 省略

２ 省略

３ 省略

４ 二級建築士又は木造建築士が法第９条第１項（第１号及び第２

号を除き、第３号にあつては法第８条の２第３号に掲げる場合に

該当する場合に限る。）又は法 第１０条第１項の規定

により免許を取り消された場合においては

、取消しの通知を受けた日か

ら１０日以内に、免許証又は免許証明書を知事に返納しなければな

らない。

（登録の抹消）

第１０条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第３項の届出があ

つた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の理由及び

年月日を記載する。

２ 省略

（県指定登録機関への書類の交付）

第１２条の１１ 知事は、県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行

う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書等の送付若し

くは提出を受けたときは、県指定登録機関に対し、それぞれ当該

各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

� 法第５条の２若しくは第８条の２の規定又は第９条第３項の

規定による届出 当該届出に係る事項

�・� 省略

（免許の取消し等の処分の通知）

第１２条の１２ 知事は、県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行

う場合において、法第９条第１項 の規定により二

級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき、又は法第

愛 媛 県 報令和元年１１月２９日 第６０号
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１０条第１項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒

告し、若しくは１年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若し

くはそれらの免許を取り消したときは、次に掲げる事項を県指定

登録機関に通知するものとする。

�～� 省略

（県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規

定の適用）

第１２条の１４ 県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合に

おける第４条第１項、第５条、第７条、第８条、第９条第５項及

び第１０条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあ

るのは「県指定登録機関」と、第５条第１項中「第２号様式によ

る二級建築士免許証又は第３号様式による木造建築士免許証」と

あるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」

と、第７条第２項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証

明書の書換え交付」と、同条第３項及び第８条の見出し中「免許

証」とあるのは「免許証明書」と、同条第１項中「免許証再交付

申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同条第２項

中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第１０条第１項中「免

許を取り消した場合又は前条第４項の届出があつた場合」とある

のは「知事が免許を取り消した場合又は第１２条の１１の規定により

第９条第４項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付

を受けた場合」とする。

第１号様式（第４条関係）
二級

建築士免許申請書
木造

（表）

省略

１０条第１項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒

告し、若しくは１年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若し

くはそれらの免許を取り消したときは、次に掲げる事項を県指定

登録機関に通知するものとする。

�～� 省略

（県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規

定の適用）

第１２条の１４ 県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合に

おける第４条第１項、第５条、第７条、第８条、第９条第４項及

び第１０条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあ

るのは「県指定登録機関」と、第５条第１項中「第２号様式によ

る二級建築士免許証又は第３号様式による木造建築士免許証」と

あるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」

と、第７条第２項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証

明書の書換え交付」と、同条第３項及び第８条の見出し中「免許

証」とあるのは「免許証明書」と、同条第１項中「免許証再交付

申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同条第２項

中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第１０条第１項中「免

許を取り消した場合又は前条第３項の届出があつた場合」とある

のは「知事が免許を取り消した場合又は第１２条の１１の規定により

第９条第３項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付

を受けた場合」とする。

第１号様式（第４条関係）
二級

建築士免許申請書
木造

（表）

省略

私は、
二級□

建築士の免許を受けたいので、本籍の記載の
木造□

ある住民票の写し を添え、申請します。私は、下記事

項が真実で、かつ、正確であることを誓います。

省略

私は、
二級□

建築士の免許を受けたいので、戸籍謄本（抄
木造□

本）及び登記事項証明書を添え、申請します。私は、下記事

項が真実で、かつ、正確であることを誓います。

省略
ふり がな

氏 名 生年月日 年 月 日生 写 真

１ 縦４．５㎝、横

３．５㎝の写真の

裏面に氏名及び

撮影年月日を記

入してのりで貼

り付けてくださ

い。

２ 貼付した

写真は免許証に

転写されます。

ふり がな

氏 名 生年月日 年 月 日生 写 真

１ 縦４．５㎝、横

３．５㎝の写真の

裏面に氏名及び

撮影年月日を記

入してのりでは

り付けてくださ

い。

２ ちよう付した

写真は免許証に

転写されます。

本 籍
性 別

本 籍
性 別

男□ 女□ 男□ 女□

現住所
〒

電話
現住所

〒

電話

試 験

二級□
建築士試験に合格した時期

木造□

年

試 験

二級□
建築士試験に合格した時期

木造□

年

省略 省略

欠

格

事

由 １ 禁錮以上の刑に処せられたことがありま

すか。

あるときは、その罪及び刑

ある□

ない□

欠

格

事

由

１ 後見開始又は保佐開始の審判（禁治産又

は準禁治産の宣告もこれに該当するとみな

されます。）を受けていますか。
こ

２ 禁錮以上の刑に処せられたことがありま

すか。

あるときは、その罪及び刑

いる□

いない□

ある□

ない□

あるときは、その刑の執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつた日

年

月 日

あるときは、その刑の執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつた日

年

月 日

愛 媛 県 報令和元年１１月２９日 第６０号

７６１



告 示

�愛媛県告示第７７９号
令和元年１０月２３日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和元年１１月２０日

�������
�愛媛県告示第７８０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘菊川１３３５・１３３７の３（以上２筆について次

の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

附 則

この規則は、令和元年１２月１日から施行する。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 精神の機能の障害により二級建築士又は

木造建築士の業務を適正に行うに当たつて

必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行

うことができない状態ですか。

はい□

いいえ□

３ 省略

４ 省略

５ 省略

省略 省略

（裏） （裏）

愛媛県収入証紙貼付欄

（消印は、しないこと。）

愛媛県収入証紙ちよう付欄

（消印は、しないこと。）

注 省略 注 省略

田 中 成 典 愛媛県松山市 愛媛県松山市船ケ谷
町３２６番１ほか１筆 １，３３８

渡 部 孝 志 愛媛県松山市 愛媛県松山市安城寺
町１３６８番１ほか７筆 ５，８９６

田 中 祐 二 愛媛県松山市 愛媛県松山市泊町１１
４８番１ほか２筆 ２，９５１

渡 部 仁 志 愛媛県西条市 愛媛県西条市安用出
作１６０番ほか７筆 ８，２０３

宇 � 亮 平 愛媛県四国中央市
愛媛県四国中央市金
田町金川１３３５番ほか
４筆

２，７５０

鈴 木 信 行 愛媛県四国中央市
愛媛県四国中央市土
居町中村９４７番ほか
９筆

８，６６８

合同会社
ＧＨＡアグリ 愛媛県松山市

愛媛県松山市太山寺
町甲６４７番１ほか３
筆

１，６９３

池 本 真佐一 愛媛県松山市 愛媛県松山市由良町
乙１４２番３ ４，９５８

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

� 橋 一 敏 愛媛県松山市 愛媛県松山市浅海原
甲５４番ほか２９筆 ２２，２９７

前 田 俊 彦 愛媛県松山市 愛媛県松山市浅海原
甲１３５番１ ２，５４７

前 田 記 央 愛媛県松山市 愛媛県松山市浅海原
甲１３９番１ほか６筆 ８，７１２

上 田 敬 一 愛媛県松山市 愛媛県松山市浅海原
甲１０６番１ほか８筆 ６，３５９

村 井 克 成 愛媛県今治市 愛媛県松山市浅海原
乙１４番１０ほか３筆 ５，４８９

� 橋 伸 夫 愛媛県松山市 愛媛県松山市浅海原
乙１４番９ ９，４４２

庭 瀬 陽 造 愛媛県松山市 愛媛県松山市浅海原
乙１４番８ほか１筆 ６，０３５

尾 上 昇 愛媛県松山市 愛媛県松山市浅海原
乙２１番４ほか１筆 ２，１２６

前 田 泰 明 愛媛県松山市 愛媛県松山市浅海原
乙１４番７ほか２筆 ３，２７８

株式会社
ＯＣファーム暖
々の里

愛媛県松山市 愛媛県松山市下難波
甲１１１０番ほか１３筆 １６，１８９

愛 媛 県 報令和元年１１月２９日 第６０号

７６２
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イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７８１号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年９月愛媛県

告示第５０７号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとお
りその要旨を告示する。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第７８２号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年１０月愛媛県

告示第６１７号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を愛南町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

南宇和郡愛南町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７８３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和元年１２月１日から

令和２年３月１３日まで

３ 作業地域 愛媛県大洲市柚木 地内

�愛媛県告示第７８４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の２１第２項の規定により指定確認検査機関から住所及び確認検査の業務を行う事務所の所在地

の変更の届出があったので、建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定（平成２４年４月愛媛県告示第４７４号）の一部を次のように改正し、

令和元年１２月１日から施行する。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方

上浮穴郡中津村大字黒藤川１８
１番戸
亀 井 栄 吉

上浮穴郡�万町大字上野尻甲
６６３番地５
藤 岡 澄 男

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

備 考

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡中津村大字黒藤川２５
６１番地
高 石 佐太郎

松山市森松町２７３番地２

藤 岡 家 喜

広島市安芸区矢野西三丁目３３
番３－５号
西 岡 正 信

上浮穴郡中津村大字黒藤川２６
３３番地
竹 内 銀 藏

森林所有者

森林所有者

森林所有者

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方

南宇和郡愛南町正木８２
椛 本 マ ス

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る。）

備 考

森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る。）

南宇和郡愛南町正木８２
樺本 八十太郎 森林所有者

愛 媛 県 報令和元年１１月２９日 第６０号
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�愛媛県告示第７８５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の８第２項の規

定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり住所の変更

の届出があった。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称

株式会社愛媛建築住宅センター

２ 住所

� 変更前

愛媛県松山市宮田町１８６番地４

� 変更後

愛媛県松山市三番町四丁目４番地７

３ 変更年月日

令和元年１２月１日

�������
�愛媛県告示第７８６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の８第３項の規

定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり事務所の所

在地の変更の届出があった。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称

株式会社愛媛建築住宅センター

２ 変更する構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

� 変更前

名 称 事務所の所在地

本 社 愛媛県松山市宮田町１８６番地４

省略

� 変更後

名 称 事務所の所在地

本 社 愛媛県松山市三番町四丁目４番地７

省略

３ 変更年月日

令和元年１２月１日

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第７８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

１ 名称及び住所

省略

愛媛県松山市三番町四丁目４番地７

４ 確認検査の業務を行う事務所の所在地

１ 名称及び住所

省略

愛媛県松山市宮田町１８６番地４

４ 確認検査の業務を行う事務所の所在地

名 称 位 置 名 称 事務所の所在地

本 社 愛媛県松山市三番町四丁目４番地７ 本 社 愛媛県松山市宮田町１８６番地４

省略 省略

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 国領高木線
新居浜市坂井町三丁目甲３３９３番３地先から

同町三丁目甲３３９３番４まで
令和元年１１月２９日

愛 媛 県 報令和元年１１月２９日 第６０号

７６４



��������������

訓 令

�愛媛県告示第７８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１７号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２９）第１０７００号 平成２９年
１２月９日 ㈲丸石土木 石井 統治 西条市小松町新屋敷甲８３

３－５
令和元年
１０月４日

建築工事業
大工工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－２９）第１１６３６号 平成２９年
６月１９日 ㈱塩見組 西田 恭子 新居浜市宮原町６－３１ 令和元年

１０月４日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２７）第１７４９３号 平成２７年
５月２８日 ㈱大和 生田 庸子 新居浜市北内町４－１－

５１
令和元年
１０月８日 塗装工事業 建設業の廃止

（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥首五十崎線
喜多郡内子町五十崎甲９３８番１から

同町五十崎甲９８２番１まで

旧 １０．４～３０．１ ０．２２０

新 １０．１～２０．９ ０．２２０

改 正 後 改 正 前

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１～４

省略

建

築

住

宅

課

１～４

省略

５ 建築

士法の

施行に

関する

事務

１ 二級建築士又は木造建築士

の免許に関すること。

５ 建築

士法の

施行に

関する

事務

１ 二級建築士又は木造建築士

の免許に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 免許証の再交付（細則第

８条第２項）

○

� 省略 � 省略

� 免許証の返納の受理（第

５条第３項）

○
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� 申請書及び届出書の受理

（第５条 の２、第８条 の

２、第９条第１項第１号、

細則第４条第１項、第７条

第１項、第２項、第８条第

１項、第９条第２項、第３

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２ 省略 ２ 省略

３ 県指定登録機関、県指定試

験機関及び指定事務所登録機

関に関すること。

３ 県指定登録機関、県指定試

験機関及び指定事務所登録機

関に関すること。

� 省略 � 省略

� 名称等の変更の届出の受

理（第１０条の６第２項、第

１０条の２０第３項、第１５条の

６第３項、第２６条の３第３

項）

○

� 名称等の変更に係る公示

（第１０条の６第３項、第１０

条の２０第３項、第１５条の６

第３項、第２６条の３第３

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 事業報告書及び収支決算

書の受理（第１０条の１０第２

項、第１０条の２０第３項、第

１５条の６第３項、第２６条の

３第３項）

○

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 省略  省略

� 試験委員の選任及び解任

の届出の受理（第１５条の３

第３項、第１５条の６第３

項、細則第１８条の５）

○

� 登録状況の報告の受理

（建築士法に基づく中央指

定登録機関等に関する省令

（以下この部において「機

関省令」という。）第１８条

第１項、細則第１２条の８第

１項）

○
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 不正登録者の報告の受理

（機関省令第１９条、細則第

１２条の９）

○

� 書類の交付（機関省令第

２０条、細則第１２条の１１）

○

� 免許等の取消し等の処分

の通知（機関省令第２１条、

細則第１２条の１２）

○

� 受験者の不正行為に対す

る措置の報告の受理（細則

第１８条）

○

� 実施結果の報告の受理

（細則第１８条の８）

○

４・５ 省略 ４・５ 省略

６～２０

省略

６～２０

省略

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

建

築

指

導

課

１～８

省略

建

築

指

導

課

１～８

省略

９ 建築

士法の

施行に

関する

事務

１ 二級建築士又は木造建築士の

免許に関すること。

� 免許の申請の受理（建築士

法施行細則（以下この部にお

いて「細則」という。）第４

条第１項）

○

� 登録事項の変更の届出の受

理（細則第７条第１項）

○

� 免許証書換え交付の申請の

受理（細則第７条第２項）

○

	 免許証再交付の申請の受理

（細則第８条第１項）

○


 住所等の届出の受理（第５

条の２）

○

� 死亡等の届出の受理（第８

条の２）

○
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� 免許取消しの申請等の受理

（第９条第１項第１号、細則

第９条第２項、第３項）

○

２ 二級建築士試験又は木造建築

士試験に関すること。

� 受験の申込みの受理（細則

第１６条第１項）

○

３ 建築士事務所に関すること。

� 登録の申請の受理（第２３条

の２）

○

� 登録の変更の届出の受理

（第２３条の５第１項）

○

� 設計等の業務に関する報告

書の受理（第２３条の６）

○

� 廃業等の届出の受理（第２３

条の７）

○

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決者
所

長

専決者

課

長

主

幹

課

長

主

幹

用

地

管

理

課

１～４８

省略

用

地

管

理

課

１～４８

省略

４９ 建築

士法の

施行に

関する

事務

１ 二級建築士又は木造建築士の

免許に関すること。

� 免許の申請の受理（建築士

法施行細則（以下この部にお

いて「細則」という。）第４

条第１項）

○

� 登録事項の変更の届出の受

理（細則第７条第１項）

○

� 免許証書換え交付の申請の

受理（細則第７条第２項）

○

� 免許証再交付申請の受理

（細則第８条第１項）

○

� 住所等の届出の受理（第５

条の２）

○
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（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 死亡等の届出の受理（第８

条の２）

○

� 免許取消しの申請等の受理

（第９条第１項第１号、細則

第９条第２項、第３項）

○

２ 二級建築士試験又は木造建築

士試験に関すること。

� 受験の申込みの受理（細則

第１６条第１項）

○

３ 建築士事務所に関すること。

� 登録の申請の受理（第２３条

の２）

○

� 登録の変更の届出の受理

（第２３条の５第１項）

○

� 設計等の業務に関する報告

書の受理（第２３条の６）

○

� 廃業等の届出の受理（第２３

条の７）

○

４９ 省略 ５０ 省略

５０ 省略 ５１ 省略

５１ 省略 ５２ 省略

５２ 省略 ５３ 省略

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部ま

で、３９の部、４０の部、４３の部１の項並びに５２の部に掲

げる事務については「管理課」と、同表９の部及び１０

の部に掲げる事務については「用地課」として、同表

の規定を適用する。

２ 省略

３ 南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部ま

で、４３の部１の項並びに５２の部に掲げる事務について

は「事業管理課」と、同表９の部及び１０の部に掲げる

事務については「用地課」として、同表の規定を適用

する。

４ 南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部か

ら８の部まで及び１１の部から５２の部までに掲げる事務

については「管理課」と、同表９の部及び１０の部に掲

げる事務については「用地課」として、同表の規定を

適用する。

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部ま

で、３９の部、４０の部、４３の部１の項並びに５３の部に掲

げる事務については「管理課」と、同表９の部及び１０

の部に掲げる事務については「用地課」として、同表

の規定を適用する。

２ 省略

３ 南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部ま

で、４３の部１の項並びに５３の部に掲げる事務について

は「事業管理課」と、同表９の部及び１０の部に掲げる

事務については「用地課」として、同表の規定を適用

する。

４ 南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部か

ら８の部まで及び１１の部から５３の部までに掲げる事務

については「管理課」と、同表９の部及び１０の部に掲

げる事務については「用地課」として、同表の規定を

適用する。
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長水野満夫から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和元年１１月１８日あったので公表する。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 � ２０１９年度年末一時金に関する事項

� 組合員の福利厚生ならびに事業所で発生した事項に

関する事項

� その他未解決事項の早期解決に関する事項

２ 日時 ２０１９年１２月２日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

公益財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

公益財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�������
�公 告

砂利採取業務主任者試験の合格者の発表について

令和元年１１月８日に実施した砂利採取業務主任者試験の合格者は、

次のとおりである。

令和元年１１月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

附 則

この訓令は、令和元年１２月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の７６ 省略

�の７７ 建築士法第９条第１項第１号及び 建築士法施行細則第

９条第４項 の規定に基づく免許取消しの申請等（県

外居住者に係るものを除く。）の受理に関すること。

�の７８～� 省略

６ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の８１ 省略

�の８２ 建築士法第９条第１項第１号及び 建築士法施行細則第

９条第４項 の規定に基づく免許取消しの申請等の受

理に関すること（県外居住者に係るものを除く。）。

�の８３～�の１６ 省略

２～４ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の７６ 省略

�の７７ 建築士法第９条第１項第１号並びに建築士法施行細則第

９条第２項及び第３項の規定に基づく免許取消しの申請等（県

外居住者に係るものを除く。）の受理に関すること。

�の７８～� 省略

６ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の８１ 省略

�の８２ 建築士法第９条第１項第１号並びに建築士法施行細則第

９条第２項及び第３項の規定に基づく免許取消しの申請等の受

理に関すること（県外居住者に係るものを除く。）。

�の８３～�の１６ 省略

２～４ 省略

受験番号 受験番号

１ ３
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